
５月８日以降の県の体制について

令和５年４月27日



1

「新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部」の廃止について

政府対策本部が廃止(特措法第21条第１項)

「新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部」を廃
止する。(特措法第25条)

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針が廃止

「新型コロナウイルス感染症対策の神奈川県対処方針」及び
「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた県の基本方
針」を廃止する。



2

本県の危機管理体制について

危機管理対策会議幹事会
危機管理対策会議

感染拡大のリスク

小

大

危機管理対策本部

法定の対策本部
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